
別記様式第１号

名　称 　新潟市液状化等被害住宅建替・購入支援事業補助金

補助区分 運営費補助　□　　　事業費補助　■

補助金の概要
　令和6年能登半島地震による揺れや液状化等により被災し
た住宅の建替・購入を支援することを目的として、その費用
の一部を補助します。

数値化　■　　　非数値化　□

補助件数
　248件

<目標が数値でない場合の評価方法>

補助事業者 補助事業者が個人のため、情報の公表は行いません。

補助対象経費の
内　　　　容

　罹災証明書の発行を受けた世帯が居住するための、市内の住宅
の建替え費用又は住宅の購入費

補助額の上限
「全壊」「大規模半壊」　1,000,000円
「中規模半壊」　　　　　  500,000円
上記に加えて、現地建替で沈下防止工事を行う場合に、500,000円を上
限に加算
補助率　　：10/10

<補助額が５万円未満、又は補助率(実行補助率を含む)が1/2を超える場合の理
由>
　令和６年能登半島地震による揺れや液状化等により被災した住宅に居住する
世帯が行う、住宅の再建を支援することを目的とした補助金であるため

開始時期 令和　6年　3月　21日

評価の時期 令和　8年　9月　30日

令和　9年　3月　31日

（終期が３年を超える場合の理由）

　施工業者の不足、工事の長期化などにより事業の完了が困難な状況があるな
か、被災者支援を継続する必要があるため。

〔内容〕

　補助事業者が個人のため、情報の公表は行いません。

〔媒体〕

建築部　建築保全課

電　話　０２５－２２６－２８８０

e-mail　hozen@city.niigata.lg.jp

担当部署

取　扱　基　準

目　標

補助額
及びその算定方法

又は補助率

終　期

補助事業者による
情報の公表
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